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７月の相談活動の特徴（新規） 

 センター発足以来の相談件数は１万 9千 035件になり

ました。（７月末日現在） 

項 目 件 数 当月比率 

面談 3 20.0% 

電話・メール 12 80.0% 

ＦＡＸ・その他 0 0.3% 

単産・弁護士紹介 0 0.0% 

合 計 15   100% 

項  目 件  数 当月比率 

解 雇 0 0.0% 

退職強要・勧奨 1 6.7% 

賃金・残業代未払い 3 20.0% 

労働契約違反 0 0.0% 

社会・雇用保険 0 0.0% 

配転・出向・転籍 0 0.0% 

労働条件切り下げ 0 0.0% 

労働時間・休暇 1 6.7% 

ﾊﾟﾜﾊﾗ・ｾｸﾊﾗ問題 6 40.0% 

倒産・工場移転 0 0.0% 

労災・職業病 1 6.7% 

メンタル不全・疾患 0 0.0% 

組合加入・結成 0 0.0% 

その他 3 20.0% 

不 明 0 0.0% 

合 計 39  100% 

 

項目 件数 当月比率 

男性 6 40.0% 

女性 9 60.0% 

不明 0 0.0% 

合計 15  100% 

 

平和のための 

京都戦争展 

８月７日（日） 

までバイオ大学

京都キャンパス 

★
相
談
事
例
①･･･

（
２

０
代
・
女
性
・
介
護
施

設
で
学
生
ア
ル
バ
イ

ト
） 

 

バ
イ
ト
だ
が
、
年
休
あ

り
ま
す
か
？  

 

介
護
施
設
で
ア
ル
バ

イ
ト
を
し
て
い
る
学
生

で
す
が
、
勤
続
半
年
を

経
過
し
た
の
で
、
年
休

が
付
与
さ
れ
る
と
思
う

が
、
何
日
付
与
さ
れ
る

の
か
？
労
働
日
は
週
１

日
か
２
日
。  

ア
ド
バ
イ
ス 

 

１
年
間
の
所
定
労
働

日
数
が
４
８
日
か
ら
７

２
日
の
場
合
、
半
年
で

１
日
付
与
。
１
年
６
カ

月
で
２
日
付
与
。「
年
次

有
給
休
暇 

厚
労
省
」

で
検
索
し
て
く
だ
さ

い
。 

  

★
相
談
事
例
②･･･ 

（
年
齢
不
詳
男
性
・
業

種
不
明
、
正
社
員
） 

 

転
宅
を
伴
う
転
勤
を
命

ぜ
ら
れ
た
が 

 

転
宅
を
伴
う
転
勤
の

内
示
が
あ
っ
た
。
妻
が

不
妊
治
療
を
し
て
い
る

の
で
、
病
院
を
変
え
た

く
な
い
の
で
、
転
勤
は

な
い
方
向
で
検
討
し
て

ほ
し
い
と
要
望
し
た

ら
、
転
勤
は
リ
セ
ッ
ト

さ
れ
た
。 

こ
の
時
の
上
司
が
転

勤
し
、
転
勤
先
の
労
働

者
の
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ

で
、
私
の
こ
と
を
指
し

て
妻
の
不
妊
治
療
を
理

由
に
転
勤
を
断
っ
た
、

と
公
開
し
た
。 

パ
ワ
ハ
ラ
で
は
な
い

の
か
？ 

 

ア
ド
バ
イ
ス 

 

「
不
妊
治
療
な
ど
の

機
微
な
個
人
情
報
に
つ

い
て
、
当
該
労
働
者
の

了
解
を
得
ず
に
他
の
労

働
者
に
暴
露
す
る
」
の

は
、
セ
ク
ハ
ラ
と
な
る

可
能
性
が
高
い
。 

し
か
し
、
不
妊
治
療

を
し
て
い
る
本
人
で
は

な
く
、
そ
の
配
偶
者
が

パ
ワ
ハ
ラ
を
さ
れ
た
と

す
る
場
合
の
判
断
は
、

こ
こ
で
は
出
来
か
ね

る
。 個

人
情
報
保
護
と
の

兼
ね
合
い
も
あ
り
、
名

誉
棄
損
と
指
摘
す
る
こ

と
も
で
き
る
は
ず
。 

ど
ん
な
対
応
が
で
き

る
か
は
、
弁
護
士
等
に

相
談
す
べ
き
課
題
と
思

う
。 

  ★
相
談
事
例
③･･･ 

（
年
齢
不
詳
女
性
・
コ

ー
ル
セ
ン
タ
ー
の
契
約

社
員
、
勤
続
５
年
半
） 

 

無
期
転
換
権
行
使
の
申

込
を
し
た
ら
・
・
・ 

 

数
百
人
規
模
の
コ
ー

ル
セ
ン
タ
ー
の
契
約
社

員
で
５
年
過
ぎ
た
の

で
、
無
期
転
換
権
行
使

の
申
込
を
し
た
ら
、
嫌

が
ら
せ
が
発
生
。 

６
ヶ
月
雇
用
が
１
カ

月
に
な
り
、
今
年
の
１

月
か
ら
は
在
宅
の
仕
事

に
な
っ
た
り
、
機
材
を

自
宅
に
送
っ
て
く
だ
さ

い
と
言
っ
て
も
、
自
宅

の
部
屋
の
全
写
真
を
送

っ
て
く
れ
と
言
っ
て
き

た
り
し
た
。 

そ
し
て
仕
事
を
よ
こ

さ
ず
、「
無
断
欠
勤
状
態

だ
が
、
社
会
保
険
料
を

払
え
」
と
言
っ
て
き
た

り
し
た
。 

し
か
し
、
解
雇
と
は

言
わ
な
い
。 

未
払
い
賃
金
の
支
払

い
、
嫌
が
ら
せ
を
パ
ワ

ハ
ラ
で
訴
え
る
、
地
位

確
認
を
し
た
い
と
い
う

こ
と
に
な
る
。 

が
、
ど
う
し
た
ら
い

い
か
？ 

仕
事
を
受
け
て
き
た

ら
、
何
百
・
何
千
と
労

働
者
を
雇
い
、
仕
事
を

こ
な
す
と
い
う
会
社

だ
。
責
任
者
も
こ
ろ
こ

ろ
変
わ
り
、
５
年
前
の

同
期
入
社
も
７
０
人
は

い
当
た
の
に
、
今
は
１

０
人
の
み
。 

昨
年
末
に
１
週
間
年

休
と
っ
て
１
月
に
出
勤

し
た
ら
、「
在
宅
に
切
り

替
え
た
ん
で
す
」
と
、

誰
も
い
な
か
っ
た
。
大

き
な
会
社
で
、
責
任
者

も
わ
た
し
の
担
当
と
違

う
と
、
訳
が
分
か
ら
ん

よ
う
に
な
る
。 

私
の
今
の
状
態
を

聞
い
た
ら
、
「
準
契
約

社
員
だ
」
と
訳
の
分
か

ら
ん
こ
と
を
言
う
。
し

か
し
、
解
雇
は
し
な

い
。
ど
う
し
た
ら
い
い

の
か
？ 

 ア
ド
バ
イ
ス 

 
 

 

一
人
で
も
入
れ
る

労
働
組
合
に
加
入
し

て
団
体
交
渉
で
要
求

す
る
か
、
地
方
裁
判
所

で
の
労
働
審
判
を
す

る
か
。 

          

会
社
側
は
大
阪
本

社
が
責
任
を
持
っ
て

い
る
よ
う
な
の
で
、
大

阪
労
働
相
談
セ
ン
タ

ー
を
紹
介
し
た
。 

  ★
相
談
事
例
④･･･

（
６

０
代
男
性
・
正
社
員
、

介
護
） 

 

一
矢
報
い
た
い
！
・
・
・ 

 

こ
の
前
、
利
用
者
に

対
し
て
、
強
く
叱
責
し

た
。
同
僚
・
上
司
か
ら

虐
待
と
受
け
止
め
ら

れ
て
し
ま
っ
た
。 

そ
の
後
会
社
よ
り
、

虐
待
と
受
け
止
め
ら

れ
る
よ
う
な
行
為
は

す
る
な
。
利
用
者
の
尊

厳
を
守
れ
、
等
が
記
載

さ
れ
た
文
書
が
責
任

者
よ
り
渡
さ
れ
た
。 

一
年
以
上
前
に
利

用
者
に
き
つ
く
叱
っ

た
こ
と
も
あ
っ
た
の

で
、
そ
の
時
は
口
頭
注

意
だ
が
、
そ
の
経
過
も

あ
る
の
で
、
「
今
回
は

文
書
を
出
し
た
。
」
と

言
わ
れ
た
。 

そ
の
あ
と
、
職
員
全

員
で
職
場
ミ
ー
テ
ィ

ン
グ
が
開
か
れ
、
み
ん

な
よ
り
、
「
あ
な
た
の

対
応
が
改
善
さ
れ
な

い
。
あ
な
た
が
働
き
続

け
る
な
ら
、
私
た
ち
は

退
職
す
る
」
と
言
わ
れ

た
。 「

自
主
的
に
退
職

し
ろ
」
と
強
制
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
受
け
と

っ
た
。
パ
ワ
ハ
ラ
と
思

う
。「
働
き
続
け
た
い
」

と
い
う
気
も
あ
る
が
、

「
良
い
人
間
関
係
を
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者
が
会
社
を
辞
め
た

い
と
き
は
、
１
ヶ
月
前

に
意
思
表
示
し
て
、
会

社
に
退
職
を
延
ば
さ

れ

た

ら

ど

う

す

る

か
？ 内

容
証
明
で
送
ら

ね

ば

な

ら

な

い

の

か
？ 

 
 

ア
ド
バ
イ
ス 

 

２
週
間
前
に
退
職

届
を
配
達
証
明
郵
便

で
送
れ
ば
い
い
。
年
休

が
た
ま
っ
て
い
れ
ば
、

全
部
取
っ
て
辞
め
た

ほ
う
が
い
い
。
辞
め
る

と
き
は
年
休
は
最
優

先
で
取
れ
る
。 

  
★
相
談
事
例
⑦･･･ 

（
２
０
代
男
性
・
建
設

業
・
零
細
企
業
・
正
社

員
） 
 妻

の
両
親
の
会
社
に

勤
務
し
た
が
・
・ 

 

妻
の
両
親
の
会
社

に
正
社
員
と
し
て
勤

務
。
妻
と
離
婚
す
る
こ

と
に
な
っ
た
結
果
、
仕

事
を
干
さ
れ
た
。 

ま
た
、
何
か
に
つ
け

て
威
嚇
す
る
よ
う
に

な
っ
た
。
住
宅
ロ
ー
ン

の
あ
る
持
ち
家
を
売

り
に
出
し
た
。
家
が
売

れ
、
住
宅
ロ
ー
ン
が
清

算
さ
れ
る
ま
で
勤
務

し
た
い
。
そ
の
後
は
退

職
す
る
つ
も
り
。
も
め

だ
し
て
一
ヶ
月
で
、
今

月
の
給
与
が
全
額
支

給
さ
れ
る
か
不
安
。
ど

う
し
た
ら
い
い
か
？ 

 

ア
ド
バ
イ
ス 

 

２
カ
月
前
に
退
職

届
を
配
達
証
明
郵
便

で
送
れ
ば
い
い
。
年
休

が
た
ま
っ
て
い
れ
ば
、

全  

構
築
し
て
い
く
自
信
が

な
い
の
で
、
退
職
す
る

気
持
ち
の
方
か
大
き

い
」
し
か
し
、「
辞
め
る

に
し
て
も
納
得
が
で
き

な
い
の
で
、
一
矢
報
い

た
い
。
何
か
方
法
が
あ

る
か
？
」 

  ア
ド
バ
イ
ス 

 

働
き
続
け
る
気
が
あ

る
な
ら
ば
、「
労
働
組
合

に
加
入
」
し
、
パ
ワ
ハ

ラ
の
改
善
を
要
求
で
き

る
。 パ

ワ
ハ
ラ
の
た
め
、

働
き
続
け
る
こ
と
が
で

き
な
い
こ
と
を
証
明
で

き
れ
ば
、
慰
謝
料
等
も

要
求
で
き
る
。 

   ★
相
談
事
例
⑤･･･

（
３

０
代
女
性
・
飲
食
店
勤

務
、
正
社
員
） 

 店
長
に
な
っ
た
か
ら
に

は
・
・
・
！ 

 

労
働
者
１
０
人
の
飲

食
店
に
勤
務
し
て
半

年
、
こ
の
ほ
ど
店
長
に

抜
擢
さ
れ
た
。
社
長
か

ら
「
店
長
に
な
っ
た
か

ら
に
は
、
プ
ラ
イ
ベ
ー

ト
の
時
間
は
な
い
も
の

と
思
え
。
他
の
従
業
員

よ
り
早
く
帰
っ
て
は
い

け
な
い
」
と
言
わ
れ
た
。 

パ
ワ
ハ
ラ
で
は
な
い

の
か
？ 

ま
た
、
店
長
と
い
う

こ
と
で
管
理
職
扱
い
で

残
業
代
は
つ
か
な
い
。

退
職
し
よ
う
と
思
う

が
、「
会
社
都
合
」
と
は

な
ら
な
い
の
か
？ 

 

ア
ド
バ
イ
ス 

 

き
つ
い
叱
責
が
続
く

よ
う
な
ら
ば
、「
パ
ワ
ハ

ラ
」
と
言
え
る
。 

録
音
等
を
し
て
お
く

必
要
が
あ
る
。 

管
理
監
督
者
の
業
務

内
容
で
は
な
い
よ
う
な

の
で
、「
名
ば
か
り
管
理

職
」
の
色
合
い
が
強
い
。

残
業
代
が
つ
か
な
い
の

は
法
違
反
の
可
能
性
が

強
い
。 

出
退
勤
の
記
録
を
残

し
て
お
く
必
要
が
あ

る
。「
退
職
し
た
い
」
と

意
思
表
示
し
、
「
退
職

願
・
届
」
を
提
出
し
た

ら
、
自
己
都
合
退
職
と

な
る
。 

  

★
相
談
事
例
⑥･･･ 

（
３
０
代
男
性
・
サ
ー

ビ
ス
業
・
大
企
業
・
正

社
員
） 

 会
社
辞
め
た
い
が
一
ヶ

月
前
意
思
表
示
か
？ 

 

採
用
時
に
労
働
契
約

書
は
な
い
場
合
、
労
働 

             

医
療
法
人
で
送
迎
の

運
転
手
を
し
て
い
る
。

無
期
雇
用
の
ア
ル
バ
イ

ト
。
雇
用
契
約
書
は
あ

る
。
先
月
に
今
月
下
旬

で
の
退
職
届
を
文
書
で

出
し
た
。
最
初
は
認
め

ら
れ
た
か
に
思
え
た

が
、「
後
任
ド
ラ
イ
バ
ー

が
決
ま
っ
て
い
な
い
。

う
つ
病
で
あ
ろ
う
が
何

で
あ
ろ
う
が
仕
事
に
来

い
」
と
、
退
職
届
は
シ

ュ
レ
ッ
ダ
ー
に
か
け
ら

れ
た
。
も
う
少
し
で
恫

喝
の
電
話
が
入
る
が
、

ど
う
し
た
ら
い
い
か
？

医
師
か
ら
は
う
つ
病
で

今
月
初
旬
か
ら
は
仕
事

を
す
る
な
と
言
わ
れ

た
。
会
社
は
診
断
書
を

出
せ
と
言
っ
て
い
る

が

、

お

金

か

か

る

し
・
・
・
・
。
会
社
規

定
で
は
退
職
は
１
ヶ
月

前
の
申
し
出
に
な
っ
て

い
る
が
。 

 

ア
ド
バ
イ
ス 

退
職
す
る
２
週
間
前

ま
で
に
文
書
で
提 

憲法改悪を許さない！ 

全国署名をすすめよう！ 

 

新
規
相
談
件
数 

（
コ
ロ
ナ
関
連
件
数) 

 20
年 

 

１
月
：
20
件
（
０
） 

２
月
：
29
件
（
０
） 

３
月
：
43
件
（
２
） 

４
月
：
76
件
（
49
） 

５
月
：
49
件
（
29
） 

６
月
：
53
件
（
23
） 

７
月
：
38
件
（
15
） 

８
月
：
39
件
（
13
） 

９
月
：
24
件
（
５
） 

10
月
：
21
件
（
７
） 

11
月
：
25
件
（
３
） 

12
月
：
14
件
（
３
） 

 

21
年 

 

１
月
：
14
件
（
５
） 

２
月
：
17
件
（
４
） 

３
月
：
４０
件
（
17
） 

４
月
：
29
件
（
１
） 

５
月
：
15
件
（
１
） 

６
月
：
29
件
（
２
） 

７
月
：
22
件
（
４
） 

８
月
：
23
件
（
０
） 

９
月
：
20
件
（
３
） 

10
月
：
25
件
（
０
） 

11
月
：
21
件
（
１
） 

12
月
：
17
件
（
０
） 

 
 
 
 

22
年 

１
月
：
１３
件
（
１
） 

２
月
：
２２
件
（
６
） 

３
月
：
３８
件
（
０
） 

４
月
：
３４
件
（
３
） 

５
月
：
30
件
（
０
） 

６
月
：
３１
件
（
０
） 

７
月
：
15
件
（
０
） 

 
 ７

月
：
22
件
（
４
） 

      

ア
ド
バ
イ
ス 

 

離
婚
と
給
与
支
払
い

義
務
と
は
か
か
わ
り
が

な
い
。
全
額
支
給
さ
れ
な

い
場
合
は
、
違
法
。
支
給

要
請
す
る
方
法
は
い
く

つ
か
あ
る
の
で
、
不
払
い

が
確
定
し
た
時
点
で
再

度
連
絡
を
し
て
く
だ
さ

い
。 

  

★
相
談
事
例
⑧･･･ 

（
４
０
代
女
性
・
サ
ー
ビ

ス
関
係
・
正
社
員
） 

 
[

「
適
応
障
害
」
に
な

っ
た
原
因
が
業
務
に
起

因
す
る
と
メ
ー
ル
に
書

い
て
あ
っ
た
が
、
労
災
申

請
の
件
で
は
具
体
的
な

相
談
が
記
載
さ
れ
て
い

な
い
の
で
、
こ
の
件
は
カ

ッ
ト
し
、
相
談
者
の
相
談

事
項
の
み
記
載
し
た
。]

 
 

 

病
休
と
有
給
と
ど
ち
ら
を

取
れ
ば
い
い
か
？  

 

春
に
心
療
内
科
を
受

診
し
、
適
応
障
害
と
診
断

さ
れ
た
。
医
師
と
も
相
談

し
、
「
３
カ
月
の
休
養
が

必
要
」
と
の
診
断
書
が
改

め
て
出
さ
れ
て
、
休
養
す

る
こ
と
と
な
っ
た
。 

そ
こ
で
、
「
有
給
休
暇

が
３
カ
月
た
ま
っ
て
い

る
し
、
病
休
だ
と
給
与
が

４
分
の
３
に
な
っ
て
し

ま
う
の
で
、
有
給
で
取
っ

た
ほ
う
が
い
い
」
と
い
う

意
見
と
、
「
病
休
は
労
働

者
を
守
る
仕
組
み
だ
か

ら
そ
れ
で
取
っ
て
、
も
し

休
ん
で
も
な
お
ら
ず
、
自 

 

分
で
仕
事
を
辞
め
る
場
合
に

有
休
を
使
っ
た
ら
い
い
の
で

は
な
い
か
」
と
い
う
意
見
が

あ
る
。 

 

い
ま
い
ち
自
信
が
な
い
。

経
済
的
な
面
や
権
利
の
面
、

今
後
の
見
通
し
な
ど
を
考
え

て
、
ど
ち
ら
を
釣
る
べ
き
か

ア
ド
バ
イ
ス
く
だ
さ
い
。 

 

ア
ド
バ
イ
ス 

 

ど
ち
ら
と
も
い
え
ま
せ

ん
。
本
人
の
判
断
で
対
応
す

べ
き
事
項
と
思
い
ま
す
。 

一
般
的
な
企
業
で
は
、
就

業
規
則
で
「
病
休→

そ
の
後

一
定
の
期
間
休
職→

そ
の
後

→

一
定
期
間
休
職
後
（
休
職

期
間
満
了
後
）
復
職
で
き
な

け
れ
ば
、
休
職
期
間
満
了
で

退
職
」
が
定
め
ら
れ
て
い
ま

す
。 今

の
会
社
で
「
病
休
期
間

と
休
職
期
間
」
が
ど
の
よ
う

に
定
め
ら
れ
て
い
る
か
調
べ

て
お
く
必
要
が
あ
る
で
し
ょ

う
。 ま

た
、
有
給
休
暇
は
２
年

間
有
効
で
あ
っ
て
、
３
年
前

に
付
与
さ
れ
た
有
給
は
時
効

の
た
め
消
滅
し
ま
す
。
留
意

し
て
く
だ
さ
い
。 

有
給
休
暇
を
全
部
取
得
し

た
場
合
、
そ
の
後
何
ら
か
の

用
事
で
休
ま
ざ
る
を
得
な
い

場
合
、
欠
勤
＝
賃
金
ゼ
ロ
と

な
る
の
を
避
け
る
必
要
も
考

慮
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
い

ま
す
。 

適
応
障
害
の
原
因
が
言
わ

れ
て
い
る
業
務
起
因
性
を
立

証
出
来
た
ら
、
業
務
上
災
害

＝
労
災
に
認
定
さ
れ
る
可
能

性
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
場
合
、

賃
金
の
８
０
％
給
付
さ
れ
ま

す
。
労
災
を
申
請
す
る
場
合

は
事
業
所
の
あ
る
監
督
署
で

す
。 

 
 


